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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続対象物が着脱自在に挿抜されるコネクタであって、
　前記接続対象物と接触する接触部と基板に接続する接続部を有する所要数のコンタクト
と、該コンタクトが挿入されるとともに配列・保持される挿入孔と前記接続対象物が挿入
される嵌合口を有するハウジングと、前記ハウジングの嵌合口の反対側に装着される回動
部材と、前記ハウジングを覆うシェルと、前記接続対象物の抜去を防止するロック部材と
、を備えるコネクタにおいて、
　前記接続対象物は係止部を有し、
　前記コンタクトは、一方端に前記接触部を有する第１片と、一方端に前記接続部を有す
る第２片と、前記第１片の他方端と前記第２片の他方端を連結する連結部とを有し、前記
接触部と前記連結部と前記接続部を略コ字形状に配置する第１コンタクト及び一方端に前
記接触部を有する第１片と、他方端に前記接続部を有する第２片と、前記第１片の他方端
と前記第２片の一方端を連結する連結部とを有し、前記接触部と前記連結部と前記接続部
を略クランク形状に配置する第２コンタクトとの少なくともどちらか一方を含み、
　前記コンタクトは前記接触部の反対方向へ突出し前記回動部材の押圧部を抑えるための
延設部を有し、
　前記ロック部材は、一方端に前記接続対象物の係止部に係合する係合部と他方端に前記
回動部材が作用する押受部とを有する略クランク形状であり、前記シェルの長手ピッチ方
向両側付近で弾性連結部により連結されることで前記シェルと一体であり、
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　前記シェルは前記ロック部材の長手ピッチ方向外側に強度を補強する補強片を有し、
　前記補強片は前記回動部材の軸が回転可能に装着できる略凹状の軸受部を有し、
　前記ハウジングは前記ロック部材が入る挿入溝を有し、
　前記回動部材は前記押受部に作用する長手方向に連設した細長形状の押圧部を有し、
　前記回動部材は前記延設部が入る別個独立の係止孔を有するともに隣接する前記係止孔
間に仕切り壁を有し、
　前記回動部材を開いた際に前記回動部材の押圧部が前記ロック部材の押受部に作用する
ことにより前記ロック部材の係合部が前記接続対象物の係止部から外れてロックが解除さ
れることを特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話やノートパソコンやデジタルカメラ等の電気機器や電子機器に使用
されるコネクタに関するもので、特に、接続対象物を挿入するだけで、ワンタッチで安定
した接続及び確実なロックができ、接続対象物の抜去時には簡単にロック部材のロックを
解除できる構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のコネクタは、前記接続対象物の一般的なものとしてフレキシブルプリント基板
（以下「ＦＰＣ」という）が挿入される反対側で回動部材を回転させて、回動部材の部位
をコンタクトの部位に作用させることで、前記コンタクトと前記ＦＰＣとを接続させるも
の（特許文献１）がある。これと同様の構造のロック部材を用い、少芯数でも安定した接
続を得られるもの（特許文献２）がある。つまり、コンタクトと同様の構造のロック部材
を前記ＦＰＣが挿入された後に前記ロック部材が前記ＦＰＣに係合するようにしたもので
ある。特許文献１と特許文献２と違い、前記ＦＰＣが挿入される前に回動部材がコンタク
トに作用することにより接触部が開いた状態で前記ＦＰＣが挿入される際のＺＩＦ（ゼロ
・インサーション・フォース）構造にしたもの（特許文献３）がある。特許文献３は特許
文献１及び特許文献２と違い、回動部材を嵌合口（前記ＦＰＣの挿入側）側に倒すように
したものである。これらの文献は全て、前記ＦＰＣの挿入時には挿入力が掛からないＺＩ
Ｆ構造のものである。
　下記に、本出願人が提案してきた文献の中で、バックロックタイプの文献として特許文
献１（特開２００４－７１１６０）を挙げ、バックロックタイプでロック部材を用いた文
献として特許文献２（特開２００４－２２１０６７）を挙げ、回動部材がコンタクトに作
用することで接触部が開く構造の文献として特許文献３（特開２００６－１１４４３６）
を挙げる。
【特許文献１】特開２００４－７１１６０の要約によると、各部位の強度や仕様等を損な
うことなく、スライダー１６でＦＰＣ４０又はＦＦＣを確実にコンタクト１４の接触部２
２に押圧することができ、作業性がよく、ピッチの狭小化や低背位化が可能なコネクタを
提供することを目的とし、低背位化は、コンタクト１４の接触部２２と接続部２４との間
に弾性部３４と支点部３２とを設けるとともに接触部２２と弾性部３４と支点部３２と接
続部２４とを略クランク形状に配置し、かつ、接続部２４と対向する位置に弾性部３４か
ら延設された押受部２０を設け、スライダー１６に長手方向に連設した押圧部３６を設け
、押圧部３６がコンタクト１４の接続部２２と押受部２０との間で回動自在にスライダー
１６をハウジング１２に装着することにより達成できる構造のコネクタが開示されている
。
【特許文献２】特開２００４－２２１０６７の要約によると、少芯数のコネクタ１０でも
、要求されたＦＰＣ２２の保持力を確保することができ、接続不良にも繋がらないコネク
タ１０を提供することを目的とし、ＦＰＣ２２と着脱自在に嵌合するコネクタ１０であっ
て、ＦＰＣ２２と接触する接触部３０を有する所要数のコンタクト１４と、このコンタク
ト１４が保持・固定されるとともにＦＰＣ２２が挿入される嵌合口２４を有するハウジン
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グ１２とを備えるコネクタ１０において、ＦＰＣ２２に係止部５４を設け、係止部５４と
係合する係合部５６を有するロック部材２０をハウジング１２に装着し、ロック部材２０
の係合部５６をＦＰＣ２２の係止部５４に係合させることによりＦＰＣ２２がハウジング
１２から抜けないようにすることにより達成でき、更に前記係合部５６に対応した位置に
溝部５７を設けることでより確実なロックができる構造のコネクタが開示されている。
【特許文献３】特開２００６－１１４４３６の要約によると、嵌合方向にしか操作スペー
スがない場合でも、嵌合方向で回動部材を操作でき、ＺＩＦ構造が可能で、上下接点構造
にすることができるコネクタを提供することを目的とし、コンタクト１４の構成を、一端
側に前記接続対象物と接触する接触部２６と他端側に回動部材１６により押圧される押受
部３２とを有する第一片２２と、一端側に支点部２８と他端側に基板２０と接続する接続
部４０とを有する第ニ片２４と、第一片２２と支点部２８とを連結する連結部３０と、接
続部４０近傍より略Ｌ字形状に延設され、自由端側に第二押受部３４とを備え、接触部２
６と連結部３０と支点部２８と接続部４０とを略クランク形状に配置されるとともに接触
部２６は嵌合口１７内に突出するようし、回動部材１６を回動するようにハウジング１２
に装着し、回動部材１６の押圧部４６をコンタクト１４の押受部３２と第二押受部３４と
の間で回動させることで達成できる構造のコネクタが開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、ＦＰＣ等の接続対象物とより確実なロックをするためには、ロック部分を有する
必要があり、接続対象物を挿入するだけで、ワンタッチで安定した接続及び確実なロック
ができ、接続対象物の抜去時には簡単にロック部材のロックを解除できる構造を望んでい
る。
　特許文献１は、接続対象物とのロック部材を有するものでなく、カムをコンタクトに作
用させたＺＩＦ構造で、接続対象物とロックすることはできないし、ワンタッチでの接続
構造ではない。
　特許文献２は、ロック部材を有するもののＺＩＦ構造であり、ｎｏｎ－ＺＩＦ構造にな
っていないし、ワンタッチでの接続構造ではない。カムの作用を逆にし、ｎｏｎ－ＺＩＦ
構造にすると接続対象物の挿入前はロック部材に付加が掛かっている状態のため、ロック
部材の耐久性が短くなってしまう。
　特許文献３は、接続対象物とのロック部材を有するものでなく、カムをコンタクトに作
用させたＺＩＦ構造で、接続対象物とロックすることはできないし、ワンタッチでの接続
構造ではない。
　客先からは、必要があれば、ＥＭＩ対策も要求され、コンタクトはＺＩＦ構造を要求さ
れることもあれば、コンタクトもｎｏｎ－ＺＩＦ構造を要求されることもある。
【０００４】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、接続対象物を挿入するだ
けで、ワンタッチで安定した接続及び確実なロックができ、接続対象物の抜去時には簡単
にロック部材のロックを解除できる構造のコネクタを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本目的は、請求項１記載のように、接続対象物が着脱自在に挿抜されるコネクタであっ
て、前記接続対象物と接触する接触部と基板に接続する接続部を有する所要数のコンタク
トと、該コンタクトが挿入されるとともに配列・保持される挿入孔と前記接続対象物が挿
入される嵌合口を有するハウジングと、前記ハウジングの嵌合口の反対側に装着される回
動部材と、前記ハウジングを覆うシェルと、前記接続対象物の抜去を防止するロック部材
と、を備えるコネクタにおいて、前記接続対象物は係止部を有し、前記コンタクトは、一
方端に前記接触部を有する第１片と、一方端に前記接続部を有する第２片と、前記第１片
の他方端と前記第２片の他方端を連結する連結部とを有し、前記接触部と前記連結部と前
記接続部を略コ字形状に配置する第１コンタクト及び一方端に前記接触部を有する第１片
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と、他方端に前記接続部を有する第２片と、前記第１片の他方端と前記第２片の一方端を
連結する連結部とを有し、前記接触部と前記連結部と前記接続部を略クランク形状に配置
する第２コンタクトとの少なくともどちらか一方を含み、前記コンタクトは前記接触部の
反対方向へ突出し前記回動部材の押圧部を抑えるための延設部を有し、前記ロック部材は
、一方端に前記接続対象物の係止部に係合する係合部と他方端に前記回動部材が作用する
押受部とを有する略クランク形状であり、前記シェルの長手ピッチ方向両側付近で弾性連
結部により連結されることで前記シェルと一体であり、前記シェルは前記ロック部材の長
手ピッチ方向外側に強度を補強する補強片を有し、前記補強片は前記回動部材の軸が回転
可能に装着できる略凹状の軸受部を有し、前記ハウジングは前記ロック部材が入る挿入溝
を有し、前記回動部材は前記押受部に作用する長手方向に連設した細長形状の押圧部を有
し、前記回動部材は前記延設部が入る別個独立の係止孔を有するともに隣接する前記係止
孔間に仕切り壁を有し、前記回動部材を開いた際に前記回動部材の押圧部が前記ロック部
材の押受部に作用することにより前記ロック部材の係合部が前記接続対象物の係止部から
外れてロックが解除されることを特徴とするコネクタにすることにより達成できる。
【発明の効果】
【０００９】
　以上の説明から明らかなように、本発明のコネクタによると、次のような優れた効果が
得られる。作業性が良く確実なロックができ、ＥＭＩ対策もでき、安定した接続を得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（Ａ）　本発明のコネクタと矢印方向に抜去した状態のＦＰＣを嵌合口側の上方
からみた斜視図である。（Ｂ）　本発明のコネクタと矢印方向に抜去した状態のＦＰＣを
嵌合口と反対側の下方からみた斜視図である。（Ｃ）　ＦＰＣが挿入された状態の本発明
のコネクタを嵌合口側の上方からみた斜視図である。
【図２】（Ａ）　ＦＰＣが挿入されてなく、かつ、回動部材が閉じた状態で、ロック部材
部分で断面した断面図である。（Ｂ）　ＦＰＣが挿入され、かつ、回動部材が閉じた状態
で、ロック部材部分で断面した断面図である。（Ｃ）　ＦＰＣが挿入され、かつ、回動部
材が開いた状態で、ロック部材部分で断面した断面図である。
【図３】（Ａ）　ＦＰＣが挿入されてなく、かつ、回動部材が閉じた状態で、あるコンタ
クト部分で断面した断面図である。（Ｂ）　ＦＰＣが挿入され、かつ、回動部材が閉じた
状態で、あるコンタクト部分で断面した断面図である。（Ｃ）　ＦＰＣが挿入され、かつ
、回動部材が開いた状態で、あるコンタクト部分で断面した断面図である。
【図４】（Ａ）　コンタクトの斜視図である。（Ｂ）　千鳥配置するための別のコンタク
ト（第２コンタクト）の斜視図である。（Ｃ）　ＺＩＦ構造のコンタクト（第４コンタク
ト）の斜視図である。
【図５】（Ａ）　嵌合口側上方よりみたハウジングの斜視図である。（Ｂ）　ハウジング
をあるコンタクト挿入孔部分で断面した断面図である。（Ｃ）　ハウジングをロック部材
挿入溝部分で断面した断面図である。（Ｄ）　ハウジングを補強片装着孔部分で断面した
断面図である。
【図６】（Ａ）　回動部材の斜視図である。（Ｂ）　回動部材をある係止孔部分で断面し
た断面図である。
【図７】（Ａ）　シェルをハウジング接触側よりみた斜視図である。（Ｂ）　ロック部材
をハウジング装着側よりみた斜視図である。
【図８】回動部材の押圧部の別の説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の特徴は、接続対象物が着脱自在に挿抜されるコネクタ１０であって、前記接続
対象物と接触する接触部１４１，１５１と基板に接続する接続部１４３，１５３を有する
所要数のコンタクト１４，１５と、該コンタクト１４，１５が挿入されるとともに配列・
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保持される挿入孔１２１と前記接続対象物が挿入される嵌合口３０を有するハウジング１
２と、前記ハウジング１２の嵌合口３０の反対側に装着される回動部材１８と、前記ハウ
ジング１２を覆うシェル２０と、前記接続対象物の抜去を防止するロック部材２０２と、
を備えるコネクタ１０において、前記接続対象物は係止部８２を有し、前記コンタクト１
４，１５は、一方端に前記接触部１４１を有する第１片と、一方端に前記接続部１４３を
有する第２片と、前記第１片の他方端と前記第２片の他方端を連結する連結部１４５とを
有し、前記接触部１４１と前記連結部１４５と前記接続部１４３を略コ字形状に配置する
第１コンタクト１４及び一方端に前記接触部１５１を有する第１片と、他方端に前記接続
部１５３を有する第２片と、前記第１片の他方端と前記第２片の一方端を連結する連結部
１５５とを有し、前記接触部１５１と前記連結部１５５と前記接続部１５３を略クランク
形状に配置する第２コンタクト１５との少なくともどちらか一方を含み、前記コンタクト
１４，１５は前記接触部１４１，１５１の反対方向へ突出し前記回動部材１８の押圧部１
８２を抑えるための延設部１４４，１５４を有し、前記ロック部材２０２は、一方端に前
記接続対象物の係止部８２に係合する係合部２０５と他方端に前記回動部材１８が作用す
る押受部２０６とを有する略クランク形状であり、前記シェル２０の長手ピッチ方向両側
付近で弾性連結部２０４により連結されることで前記シェル２０と一体であり、前記シェ
ルは前記ロック部材の長手ピッチ方向外側に強度を補強する補強片を有し、前記補強片は
前記回動部材の軸が回転可能に装着できる略凹状の軸受部を有し、前記ハウジング１２は
前記ロック部材２０２が入る挿入溝１２２を有し、前記回動部材１８は前記押受部２０６
に作用する長手方向に連設した細長形状の押圧部１８２を有し、前記回動部材１８は前記
延設部１４４，１５４が入る別個独立の係止孔１８３を有するともに隣接する前記係止孔
１８３間に仕切り壁を有し、前記回動部材１８を開いた際に前記回動部材１８の押圧部１
８２が前記ロック部材２０２の押受部２０６に作用することにより前記ロック部材２０２
の係合部２０５が前記接続対象物の係止部８２から外れてロックが解除されることを特徴
とするコネクタである。
　つまり、接続対象物を挿入するだけで、ワンタッチで安定した接続及び確実なロックが
でき、接続対象物の抜去時には簡単にロック部材のロックを解除できる構造のコネクタ１
０の提供を目的とし、前記接続対象物に係止部８２を設け、一方端に前記接続対象物の係
止部８２と係合する係合部２０５と他方端に前記回動部材１８が作用する押受部２０６と
を略クランク形状に配置するロック部材２０２を用い、このロック部材２０２をハウジン
グ１２に配置し、押受部２０６に作用する押圧部１８２を有する回動部材１８を前記接続
対象物の挿入側と反対側に配置し、前記回動部材１８が開いた際に前記回動部材１８の押
圧部１８２が前記ロック部材２０２の押受部２０６に作用することにより前記ロック部材
２０２の係合部２０５が前記接続対象物の係止部８２から外れるようにしたものである。
【００１５】
　図１から図９に基づいて、本発明のコネクタ１０の一実施例について説明する。
図１（Ａ）は本発明のコネクタと矢印方向に抜去した状態のＦＰＣを嵌合口側の上方から
みた斜視図であり、（Ｂ）は本発明のコネクタと矢印方向に抜去した状態のＦＰＣを嵌合
口と反対側の下方からみた斜視図であり、（Ｃ）はＦＰＣが挿入された状態の本発明のコ
ネクタを嵌合口側の上方からみた斜視図である。図２（Ａ）はＦＰＣが挿入されてなく、
かつ、回動部材が閉じた状態で、ロック部材部分で断面した断面図であり、（Ｂ）はＦＰ
Ｃが挿入され、かつ、回動部材が閉じた状態で、ロック部材部分で断面した断面図であり
、（Ｃ）はＦＰＣが挿入され、かつ、回動部材が開いた状態で、ロック部材部分で断面し
た断面図である。図３（Ａ）はＦＰＣが挿入されてなく、かつ、回動部材が閉じた状態で
、あるコンタクト部分で断面した断面図であり、（Ｂ）はＦＰＣが挿入され、かつ、回動
部材が閉じた状態で、あるコンタクト部分で断面した断面図であり、（Ｃ）はＦＰＣが挿
入され、かつ、回動部材が開いた状態で、あるコンタクト部分で断面した断面図である。
図４（Ａ）はコンタクトの斜視図であり、（Ｂ）は千鳥配置するための別のコンタクトの
斜視図であり、（Ｃ）はＺＩＦ構造のコンタクトの斜視図である。図５（Ａ）は嵌合口側
上方よりみたハウジングの斜視図であり、（Ｂ）はハウジングをあるコンタクト挿入孔部
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分で断面した断面図であり、（Ｃ）はハウジングをロック部材挿入溝部分で断面した断面
図であり、（Ｄ）はハウジングを補強片装着孔部分で断面した断面図である。図６（Ａ）
は回動部材の斜視図であり、（Ｂ）は回動部材をある係止孔部分で断面した断面図である
。図７（Ａ）はシェルをハウジング接触側よりみた斜視図であり、（Ｂ）はロック部材を
ハウジング装着側よりみた斜視図である。図８は回動部材の押圧部の別の説明図である。
【００１６】
　本発明のコネクタ１０は、主にハウジング１２とコンタクト１４と回動部材１８とロッ
ク部材２２、２０２とを備えている。必要に応じてシェル２０を備える場合もある。本実
施例では、まず、シェル２０を備え、ロック部材２０２が前記シェル２０と一体構造にな
ったものについて説明する。前記ロック部材２０２は前記シェル２０と別部品でもよく、
後述する。
【００１７】
　構成部品を説明する前に、本実施例に使用する接続対象物であるＦＰＣ８０について説
明する。前記ＦＰＣ８０には、主にコンタクト１４の接触部１４１と接触する接点と該接
点から回路へ繋がるパターンとを備えている。前記ＦＰＣ８０には、前記ロック部材２０
２、２２と係合する係止部８２が設けられている。前記係止部８２は、前記ロック部材２
０２、２２と係合でき、安定した保持力が得られればよく、その形状は溝や孔や止め孔等
であってもよく、保持力や加工性等を考慮して適宜設計する。
【００１８】
　図に基づいて本発明のコネクタ１０の構成部品について説明する。まず、シェル２０に
ついて説明する。前記シェル２０は金属製であり、公知技術のプレス加工によって製作さ
れている。前記シェル２０の材質としては、バネ性や導電性やＥＭＩ特性や寸法安定性な
どが要求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青銅等を挙げることができる。本実施例
では、前記シェル２０に前記ロック部材２０２が一体に成型されている。
【００１９】
　前記シェル２０には、主に、本体部２０１と該本体部２０１に連結したロック部材２０
２及び補強片２０３とを有している。前記本体部２０１は、ＥＭＩ対策やコジリ対策のた
めに前記ハウジング１２の天井部１２４を覆う部分であり、略板状片をしている。前記本
体部２０１の形状・大きさは、前記ハウジング１２の天井部１２４に沿うように適宜設計
されている。
【００２０】
　一体構造の前記ロック部材２０２について説明する。前記ロック部材２０２は前記本体
部２０１に弾性連結部２０４により長手ピッチ方向両側に連結されている。前記ロック部
材２０２は、一方端側に前記ＦＰＣ８０の係止部８２と係合する係合部２０５と他方端側
に前記回動部材１８の押圧部１８２が作用する押受部２０６を有している。前記係合部２
０５と前記押受部２０６は略クランク形状に配置されている。
【００２１】
　前記ロック部材２０２は、前記ＦＰＣ８０を挿入する際には挿入力が掛かる、所謂、Ｎ
ｏｎ－ＺＩＦ構造になっている。つまり、前記ＦＰＣ８０を前記ハウジング１２の嵌合口
３０に挿入すると、前記ＦＰＣ８０が前記係合部２０５を乗り越えて、前記係合部２０５
が前記ＦＰＣ８０の係止部８２に係合し、ロックされる。つまり、前記係合部２０５と前
記ハウジングとの間隔は前記ＦＰＣ８０の厚さより狭くしている。
【００２２】
　前記ロック部材２０２は、前記ＦＰＣ８０を抜去する際には抜去力が掛からない、所謂
、ＺＩＦ構造になっている。つまり、前記回動部材１８を開くと、前記回動部材１８の押
圧部１８２が前記ロック部材２０２の押受部２０６に作用し、前記押受部２０６が下方向
（実装基板側）に押し下げられるとクランクに折曲られた部分が前記弾性連結部２０４側
に倒れることにより前記係合部２０５が上方向（実装基板と反対側）に持ち上げられるこ
とで、前記係合部２０５が前記ＦＰＣ８０の係止部８２から外れるため、抜去力が掛から
ないで前記ＦＰＣ８０を抜くことができる。前記ＦＰＣ８０を抜去した状態を示した図面
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が図１（Ａ）及び（Ｂ）である。
【００２３】
　前記係合部２０５の形状・大きさは、前記ＦＰＣ８０の係止部８２と係合できればよい
が、挿入時や抜去時の上記役割（動き）を満足することや保持力や強度や加工性を考慮し
て適宜設計する。本実施例では、前記係合部２０５の先端部分を略三角形状にしている。
　前記押受部２０６とクランク形状に折曲られた部分と前記弾性連結部２０４の形状・大
きさは、挿入時や抜去時の上記役割（動き）を満足するように適宜設計されている。
【００２４】
　前記補強片２０３について説明する。前記補強片２０３は、長手ピッチ方向両側で、嵌
合口３０側で、前記本体部２０１と連結されている。前記補強片２０３の主な役割は、前
記シェル２０（前記ロック部材２０２を含め）を前記ハウジング１２に保持（固定）する
ためのものである。そのため、前記補強片２０３には、前記ハウジング１２へ固定するた
めの保持部２０７が設けられている。前記保持部２０７は、前記ハウジング１２へ固定出
来ればよく、前記保持部２０７の形状、大きさ及び位置は保持力やバランスや加工性や強
度等を考慮して適宜設計している。
【００２５】
　本実施例では、前記補強片２０３には前記回動部材１８の軸１８５に対応する位置に軸
受部２０８が設けられている。前記軸受部２０８は前記回動部材１８の軸１８５と回動で
きるように軸着できればよく、その形状・大きさは前記回動部材１８が回動した際に、前
記押圧部１８２が移動及び回転できることや加工性や強度等を考慮して適宜設計する。本
実施例では前記軸受部２０８を前記シェル２０に設けたが、前記ハウジング１２に設けて
もよい。磨耗等を考えると、前記シェル２０に設けることが望ましい。
 
【００２６】
　ここで、前記シェル２０と別体にしたロック部材２２について説明する。以下では、前
記シェル２０と一体構造にした前記ロック部材２０２との相違点について説明する。
【００２７】
　前記ロック部材２２にも、上記と同様の補強片２２３が図７（Ｂ）のように弾性連結部
２２４によって一体構造になっている。前記補強片２２３の形状・大きさ及び役割は、上
述と同様である。
【００２８】
　前記ロック部材２２に設けられた係合部２２５や押受部２２６の形状・大きさ及び配置
も上述と同様であり、それぞれの役割や作用も同じである。クランクに折曲られた部分と
前記弾性連結部２２４の役割・作用も同様である。相違点と言えば、弾性連結部２２４の
連結部位である。
【００２９】
　次に、コンタクト１４について説明する。前記コンタクト１４は金属製であり、公知技
術のプレス加工によって製作されている。前記コンタクト１４の材質としては、バネ性や
導電性などが要求されるので、黄銅やベリリウム銅やリン青銅等を挙げることができる。
本実施例では、前記コンタクト１４は前記ハウジング１２の挿入孔１２１内に挿入される
。
【００３０】
　前記コンタクト１４には、少なくとも前記ＦＰＣ８０の上面に接触する上側の接触部１
４１と前記ハウジング１２に固定する固定部１４２と基板に接続する接続部１４３を有し
ている。本実施例では、前記接触部１４１と前記接続部１４３はコ字形状に配置されてい
る。前記接触部１４１と前記接続部１４３の中間部分には、２つの片同士を連結する連結
部１４５が設けられている。本実施例においては、さらに、前記接触部１４１と反対方向
（前記ＦＰＣ８０の挿入方向）に延設した延設部１４４と前記接触部１４１と対向する位
置にもう一つの下側の接触部１４１が設けられている。このようにすることにより上下接
点が可能になり、かつ、Ｎｏｎ－ＺＩＦ構造でも安定した接続が得られる。



(8) JP 5989362 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

【００３１】
　前記接触部１４１、１４１は、前記ＦＰＣ８０と接触し易いように凸部形状にしており
、前記接続部１４３は本実施例では図４（Ａ）のように表面実装タイプ（ＳＭＴ）にして
いるが、ディップタイプでも良い。前記接続部１４３の近傍に、前記ハウジング１２への
固定部１４２が設けられている。前記固定部１４２が前記ハウジング１２へ圧入すること
により保持される。
【００３２】
　前記コンタクト１４の２つの接触部１４１、１４１間は、前記ＦＰＣ８０の厚さよりも
狭くしており、所謂、Ｎｏｎ－ＺＩＦ構造にしている。つまり、前記ＦＰＣ８０を前記ハ
ウジング１２の嵌合口３０に挿入すると、前記ＦＰＣ８０が２つの前記接触部１４１、１
４１を押し広げるように挿入され、前記接触部１４１、１４１が前記ＦＰＣ８０の接点に
接触することで電気的に導通する。本実施例の前記コンタクト１４の場合、前記ＦＰＣ８
０の挿入時にも、抜去時にも力を要する、所謂、Ｎｏｎ－ＺＩＦ構造である。前記コンタ
クト１４をＮｏｎ－ＺＩＦ構造にすることで、前記ＦＰＣ８０の保持力をアップさせてい
る。つまり、前記ＦＰＣ８０を挿入するワンタッチで接続できる構造である。
【００３３】
　前記延設部１４４は、前記回動部材１８が回動し開いた際の前記押圧部１８２を抑える
ためのものである。つまり、前記押圧部１８２が実装基板と反対側（上方向）に持ち上が
らないようにするためのものである。前記押圧部１８２が持ち上がってしまうと、前記ロ
ック部材２０、２０２の押受部２０６、２２６を押圧出来なくなってしまうためである。
このような状況から前記コンタクト１４には、前記延設部１４４を設けることが望ましい
。前記延設部１４４の形状・大きさは、このような役割や加工性や強度等を考慮して適宜
設計する。
【００３４】
　次に、回動部材１８について説明する。この回動部材１８は電気絶縁性のプラスチック
であり、公知技術の射出成形によって製作され、この材質としては寸法安定性や加工性や
コスト等を考慮して適宜選択するが、一般的にはポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）
やポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）やポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）やこれらの合成材料を挙げることができる
。前記回動部材１８は主に操作部１８１とハウジング１２に回動可能に装着される軸１８
５部分と押受部２０６を押圧する押圧部１８２とを備えている。本実施例では、更に、前
記コンタクト１４の延設部１４４が入る係止孔１８３が設けられている。前記軸１８５は
、回動部材１６を回動するための支点であり、ハウジング１２若しくは前記シェル２０の
長手方向両側に回動部材１８が回動可能に適宜装着されている。前記軸１８５と前記ハウ
ジング１２若しくは前記シェル２０の軸受との関係は、前記回動部材１８が回動した際に
、前記押圧部１８２が移動及び回転できる程度の０．０５～０．０７ｍｍ程度クリアラン
スを設けている。
【００３５】
　前記押圧部１８２は、前記ロック部材２０２、２２の押受部２０６、２２６に押し付け
る部分であり、その形状としては細長形状にする。前記押圧部１８２の形状は、本実施例
では楕円形状をしている。このように楕円形状にすることによって、前記回動部材１８を
回動させ、前記ロック部材２０２、２２の押受部２０６、２２６に作用させることで、前
記押圧部１８２の大きさの変化により前記ロック部材２０２、２２の押受部２０６、２２
６が押し下げられ、前記ＦＰＣ８０の係止部８２から前記ロック部材２０２、２２の係合
部２０５、２２５が外れる。前記押圧部１８２の形状としては、前記ロック部材２０２、
２２の押受部２０６、２２６に作用でき、長軸と短軸といった大きさの違いにより前記ロ
ック部材２０２、２２の押受部２０６、２２６を押し下げられれば、如何なるものでもよ
い。
【００３６】
　また、前記回動部材１８を回動し開いた際に、前記ロック部材２０２、２２の押受部２
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０６、２２６を確実に押し下げる為に、前記コンタクト１４の延設部１４４が入る係止孔
１８３が別個独立に設けられている。別個独立に設けることで、結果的に隣接する前記コ
ンタクト１４の間には、仕切り壁１８４が設けられることになり、前記係止孔１８３を別
個独立に設け、かつ、前記仕切り壁１８４を設けることで、前記回動部材１８の強度アッ
プや回動時の変形を防止している。
【００３７】
　さらに、前記操作部１８１は、前記回動部材１８を回動させる際に、指や治具等で押す
部分である。前記操作部１８１の形状・大きさは、指や治具等で押せればよく、コネクタ
の小型化や強度や加工性や操作性等を考慮して適宜設計する。
【００３８】
　さらにまた、前記回動部材１８の幅方向両側には、前記回動部材１８が閉じた際に確実
にロックするロック１８６を設けるとよい。前記ロック１８６の形状・大きさは確実にロ
ックできればよく、保持力やコネクタの小型化や強度や加工性等を考慮して適宜設計する
。
【００３９】
　次に、ハウジング１２について説明する。このハウジング１２は電気絶縁性のプラスチ
ックであり、公知技術の射出成形によって製作され、この材質としては寸法安定性や加工
性やコスト等を考慮して適宜選択するが、一般的にはポリブチレンテレフタレート（ＰＢ
Ｔ）やポリアミド（６６ＰＡ、４６ＰＡ）や液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリカーボネート
（ＰＣ）やこれらの合成材料を挙げることができる。前記ハウジング１２には、前記ＦＰ
Ｃ８０が挿入される嵌合口３０が設けられている。前記嵌合口３０は、前記ＦＰＣ８０が
入ればよく、前記ＦＰＣ８０の厚さより大きくしているが、前記ＦＰＣ８０を挿入した際
には、前記コンタクト１４の接触部１４１と接触する所謂ｎｏｎ－ＺＩＦ構造になってい
る。
【００４０】
　前記ハウジング１２には、所要数のコンタクト１４が装着される挿入孔１２１が設けら
れており、圧入や引っ掛け（ランス）や溶着等によって固定されている。前記挿入孔１２
１は、前記回動部材１８が装着される側から前記嵌合口３０側に向かう方向に設けられて
いる。前記コンタクト１４は前記嵌合口３０側より挿入されている。
【００４１】
　前記ハウジング１２の長手方向両側には、前記ロック部材２０２、２２が入る挿入溝１
２２と前記補強片２０３、２２３が入る装着孔１２３とが設けられている。前記挿入溝１
２２と前記装着孔１２３の形状・大きさは、前記ロック部材２０２、２２及び前記補強片
２０３、２２３の形状に沿い、保持力や加工性や強度やコネクタの小型化等を考慮して適
宜設計する。
【００４２】
　前記ハウジング１２は、前記コンタクト１４の接触部１４１を被覆する天井部１２４を
備えている。前記天井部１２４はほこりや塵などから前記コンタクト１４の接触部１４１
を保護する部分である。前記回動部材１８が回動するために、前記ハウジング１２には、
前記ＦＰＣ８０の挿入方向と反対側に切欠部１２５を設けている。
【００４３】
　以下、違うコンタクトについて説明する。まず、狭ピッチを実現するためのコンタクト
について説明する。前記コンタクトも、少なくとも接触部と接続部を有している。前記コ
ンタクトは、一方端に接触部１５１を有する第１片と他方端に基板に接続する接続部１５
３を有する第２片と前記第１片の他方端と前記第２片の一方端を連結する連結部１５５を
有しているものを、第２コンタクト１５という。更に、本実施例では図４（Ｂ）のように
前記接続部１５３と対向するように延設部１５４が設けられている。前記延設部１５４は
上述と同様の役割を果す部分である。狭ピッチにするために、前記コンタクト１４と前記
第２コンタクト１５を千鳥に配置した。つまり、１本おきに、前記コンタクト１４を嵌合
口３０方向から挿入し、前記第２コンタクト１５を嵌合口３０の反対側より挿入している
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。
【００４４】
　上述した２つのコンタクト１４、１５は、前記延設部１４４、１５４を有しないもので
あってもよい。また、上述した２つのコンタクト１４、１５は、略倒ｈ形状のものを実施
例として説明したが、さらに、前記コンタクト１４の場合には前記延設部１４４と対向す
るように延設した第２延設部を設け、前記第２コンタクト１５の場合には前記接触部１５
１と対向するように延設した第２延設部を設け、それぞれ略倒Ｈ形状にしたものでもよい
。（図示せず）
【００４５】
　コネクタとしては、上述した２つのコンタクト１４、１５のどちらか一方を含むもので
あってもよいし、両方のコンタクト１４、１５を含むものであってもよい。前記第２コン
タクト１５の第２延設部の先端で前記接触部１５１と対向する位置に、２つの目の接触部
を設けてもよい。上述した２つのコンタクト１４、１５は、挿抜の両方とも力（挿入力と
抜去力）が掛かるものである。
【００４６】
　次に、コンタクトをＺＩＦ構造（挿入時には力が掛かるが、抜去時には力が掛からない
）にしたものについて説明する。図４（Ｃ）に示したＺＩＦ構造のコンタクトは、上述し
た第２コンタクト１５と同一形状をしており、前記第２コンタクト１５の延設部１５４を
第４押受部１６４とし、前記連結部１５５を弾性連結部１６５とした第４コンタクト１６
とし、前記第４押受部１６４に前記回動部材１８の押圧部１８２が作用し、前記第４押受
部１６４を持ち上げることにより前記弾性連結部１６５が接触部である第４接触部１６１
側に倒れ、前記第４接触部１６１が下方変位することで前記第４接触部１６１が前記ＦＰ
Ｃ８０の接点に接触するようにしたものである。
【００４７】
　前記第４押受部１６４と前記弾性連結部１６５の形状・大きさは、このような作用（動
き）を満足するように、適宜設計する。前記第４コンタクト１６は、挿入時には力が掛か
るが、抜去時には力が掛からないものである。
【００４８】
　図示はしないが、図４（Ａ）と同一形状で、かつ、ＺＩＦ構造の第３コンタクトがある
。前記第３コンタクトも、前記コンタクト１４の延設部１４４を第３押受部とし、前記連
結部１４４を弾性連結部としたものである。前記第３押受部と前記弾性連結部は上述と同
様である。前記第３コンタクトと前記第４コンタクト１６の形状を略倒Ｈ形状にしたもの
も同様である。コネクタとしては、上述した第３コンタクトと第４コンタクト１６のどち
らか一方を含むものであってもよいし、第３コンタクトと第４コンタクト１６の両方を含
むものであってもよい。また、第３コンタクトと第４コンタクト１６の第３接触部と第４
接触部１６１の対向する側にも２つの目の接触部を設けてもよい。これらの第３コンタク
トと第４コンタクト１６は、挿入時には力が掛かるが、抜去時には力が掛かるものである
。
【００４９】
　最後に、前記ＦＰＣ８０の挿入時には力が掛かるが、抜去時には力が掛からないコンタ
クトをＺＩＦ構造にし、かつ、前記ロック部材２０２、２２をＮｏｎ－ＺＩＦ構造にする
場合の前記回動部材１８について、相違点のみを説明する。図８に示すように、前記回動
部材１８の押圧部１８２を９０度変えることによって対応できる。９０度変えることによ
り、一方が作用するときはもう一方（９０度変えた方）は作用しないので、ＺＩＦ構造と
Ｎｏｎ－ＺＩＦ構造が実現できる。つまり、前記ＦＰＣ８０の挿入時（前記回動部材１８
を閉じる時）には、前記押圧部１８２はそれぞれのコンタクト１４、１５、１６の押受部
に作用し、９０度変えた前記押圧部１８２は前記ロック部材２０２、２２の押受部２０６
、２２６には作用しない。逆に、前記ＦＰＣ８０の抜去時（前記回動部材１８を開く時）
には、前記押圧部１８２はそれぞれのコンタクト１４、１５、１６の押受部に作用しない
し、９０度変えた前記押圧部１８２は前記ロック部材２０２、２２の押受部２０６、２２
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６には作用する。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の活用例としては、携帯電話やノートパソコンやデジタルカメラ等の電気機器や
電子機器に使用されるコネクタ１０に活用され、特に、接続対象物を挿入するだけで、ワ
ンタッチで安定した接続及び確実なロックができ、接続対象物の抜去時には簡単にロック
部材のロックを解除できる構造に関するものである。
【符号の説明】
【００５１】
１０　　　　　　コネクタ
１２　　　　　　ハウジング
１２１　　　　　挿入孔
１２２　　　　　挿入溝
１２３　　　　　装着孔
１２４　　　　　天井部
１２５　　　　　切欠部
１４　　　　　　コンタクト
１４１　　　　　接触部
１４２　　　　　固定部
１４３　　　　　接続部
１４４　　　　　延設部
１５　　　　　　第２コンタクト
１５１　　　　　接触部
１５２　　　　　固定部
１５３　　　　　接続部
１５４　　　　　延設部
１５５　　　　　連結部
１６　　　　　　第４コンタクト
１６１　　　　　第４接触部
１６２　　　　　第４固定部
１６３　　　　　第４接続部
１６４　　　　　第４押受部
１６５　　　　　弾性連結部
１８　　　　　　回動部材
１８１　　　　　操作部
１８２　　　　　押圧部
１８３　　　　　係止孔
１８４　　　　　仕切壁
１８５　　　　　軸
１８６　　　　　ロック
２０　　　　　　シェル
２０１　　　　　本体部
２０２　　　　　ロック部材
２０３　　　　　補強片
２０４　　　　　弾性連結部
２０５　　　　　係合部
２０６　　　　　押受部
２０７　　　　　保持部
２０８　　　　　軸受部
２２　　　　　　ロック部材
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２２３　　　　　補強片
２２４　　　　　弾性連結部
２２５　　　　　係合部
２２６　　　　　押受部
２２７　　　　　保持部
２２８　　　　　軸受部
３０　　　　　　嵌合口
８０　　　　　　ＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）
８２　　　　　　係止部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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